
(1)　利子所得等の課税状況

支 払 金 額 源 泉 徴 収 税 額
障害者等非課税・
財形貯蓄非課税分
支 払 金 額

その他非課税分等
支 払 金 額

支 払 金 額 源 泉 徴 収 税 額

千円 千円 千円 千円 千円 千円

2,960,230 453,236 100,655 28,439,834 31,500,719 453,236

8,181,379 1,218,203 17,442 2,444,852 10,643,673 1,218,203

銀 行 預 金 36,748,586 5,587,783 264,440 1,562,530 38,575,557 5,587,783

銀行以外の金融機関の預貯金利子 12,703,921 1,927,927 119,093 8,476,908 21,299,922 1,927,927

そ の 他 勤 務 先 預 金 等 の 利 子 12,218,060 1,871,196 10,416 4,311 12,232,787 1,871,196

105,996 16,172 1,112 1,521 108,629 16,172

72,558 11,056 2 5,037 77,597 11,056

2,938,752 449,164 10,679 6,376,666 9,326,096 449,164

75,929,481 11,534,738 523,840 47,311,660 123,764,980 11,534,738

6,770,936 745,480 － 254,861 7,025,797 745,480

2,145,448 329,069 － 92 2,145,540 329,069

3,527 621 － － 3,527 621

84,849,391 12,609,908 523,840 47,566,613 132,939,844 12,609,908

（注）１　「障害者等非課税・財形貯蓄非課税分」は、所得税法第10条（障害者等の少額預金の利子所得等の非課税）、租税特別措置法第４条（障害者等

　　　　の少額公債の利子の非課税）、第４条の２（勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税）及び第４条の３（勤労者財産形成年金貯蓄の利子所

　　　　得等の非課税）に規定する非課税分である。

　　　２　「その他非課税分等」は、所得税法第11条（公共法人等及び公益信託等に係る非課税）、租税特別措置法第５条（納税準備預金の利子の非課

　　　　税）及び第８条（金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用）等に規定する非課税分のほか、租税特別措置法第９条の３の２第１

　　　　項に規定する支払の取扱者を通じて支払われたものも含まれている。

　　　３　「課税分」には、個人のほか、法人の受取分も含まれている。

　　　４　「特定公社債等の利子等（源泉徴収義務特例分）」は、租税特別措置法第９条の３の２の規定による、支払の取扱者が所得の支払者に代わって

　　　　源泉徴収を行い、国に納付する特例分である。

　　　５　「割引債の償還差益」の「支払金額」及び「源泉徴収税額」は、租税特別措置法第41条の12（償還差益等に係る分離課税等）及び第41条の

　　　　12の２（割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例）に規定する課税分であり、個人のほか、法人の受取分も含まれている。

定 期 積 金 の 給 付 補 て ん 金 等

匿 名 組 合 契 約 等 に 基 づ く 利 益 の
分 配 、 生 命 保 険 等 の 差 益

割 引 債 の 償 還 差 益

計

調査対象等：　この表は、令和２年２月から令和３年１月までに利子等の支払者から提出された「利子等の所得税徴収高計算書」等に基づいて作成した。

小　　　　　計

３－３　所得種類別課税状況

区　　　　　分

課　　税　　分 非　課　税　分　等 合　　　　　計

公 債

社 債

預貯金

合 同 運 用 信 託 の 収 益 の 分 配

公 社 債 投 資 信 託 の 収 益 の 分 配 等

特 定 公 社 債 等 の 利 子 等
（ 源 泉 徴 収 義 務 特 例 分 ）

関東信越国税局
源泉所得税３

（R02）



(2)　配当所得の課税状況

非 課 税 分 等

支 払 金 額 源 泉 徴 収 税 額 支 払 金 額 支 払 金 額 源 泉 徴 収 税 額

千円 千円 千円 千円 千円

剰余金又は利益の配当、剰余金の分
配、基金利息の分配、特定投資法人の
投 資 口 の 配 当 等

828,841,365 164,648,599 149,554,427 978,395,792 164,648,599

1,768,240 270,800 1,683,137 3,451,378 270,800

源 泉 徴 収 選 択 口 座 内 配 当 等 147,201,372 21,752,007 － 147,201,372 21,752,007

計 977,810,978 186,671,406 151,237,564 1,129,048,542 186,671,406

（注）１　「非課税分等」は、所得税法第11条（公共法人等及び公益信託等に係る非課税）に規定する非課税分のほか、租

　　　　税特別措置法第９条の３の２第１項に規定する上場株式等の配当等で国内における支払の取扱者を通じて支払われ

　　　　たもの、租税特別措置法第９条の８（非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税）及び租税特別措置

　　　　法第９条の９（未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税）に規定する非課税分である。

　　　２　「課税分」には、個人のほか法人の受取分も含まれている。

　　　　　　において契約不履行等事由が生じた場合の所得税徴収高計算書」等に基づいて作成した。

区　　　　　分
課 税 分 合 計

投資信託（公社債投資信託及び公募公
社債等運用投資信託を除く。）及び特
定受益証券発行信託の収益の分配等

調査対象等：　この表は、令和２年２月から令和３年１月までに配当等の支払者から提出された「配当等の所得税徴収高計

　　　　　　算書」及び「上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等・未成年者口座等

関東信越国税局
源泉所得税３

（R02）



(3)　特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等の課税状況

千円 千円

228,884,407 35,163,974

調査対象等：　令和２年２月から令和３年１月までに上場株式等の譲渡の対価の支払者から提出された
　　　　　　「上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等・未成年
　　　　　　者口座等において契約不履行等事由が生じた場合の所得税徴収高計算書」に基づいて作成
            した。

区　　　　　　　分
源 泉 徴 収 選 択 口 座 内
調 整 所 得 金 額 等

源　泉　徴　収　税　額

源 泉 徴 収 選 択 口 座 内 保 管
上 場 株 式 等 の 譲 渡 所 得 等

関東信越国税局
源泉所得税３

（R02）



(4)　給与所得及び退職所得の課税状況

支払金額 源泉徴収税額 支払金額 源泉徴収税額 支払金額 源泉徴収税額

千円 千円 千円 千円 千円 千円

3,460,038,784 123,981,023 22,715,889,404 816,877,613 26,175,928,188 940,858,636

4,757,422 162,408 110,515,682 2,179,801 115,273,104 2,342,209

3,464,796,206 124,143,432 22,826,405,086 819,057,413 26,291,201,292 943,200,845

154,010,335 1,151,012 429,195,677 17,437,005 583,206,012 18,588,017

－ － － 15,501 － 15,501

調査対象等：

用語の説明：１

２

３ 「徴収猶予」とは、通常の法定納期限に徴収しないで、一定の期間徴収手続を猶予することをいう。したがって、一定の
期間、納期限を延長する、いわゆる延納制度とは異なるものである。

「法定調書」とは、所得税法の規定により税務署長に対して、その提出を義務付けられている書類をいい、原則として翌
年１月31日までに提出することになっている。法定調書の種類は多数にのぼっており、例えば、①利子等の支払調書、②配
当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書、③報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書、④給与所得の源泉徴収票、⑤非居
住者に支払われる給与、給付及び役務の報酬の支払調書がある。

給 与 所 得

区　　　　　分
官 公 庁 そ の 他 合 計

「官公庁」とは、政府機関、地方公共団体及びこれらの関係機関（所得税法別表第一に掲げる法人等のうち、公社、公
団、公庫、事業団、日本政策金融公庫、国立大学法人等、国・地方公共団体が全額出資しているもの及び行政執行法人をい
う。）を集計したものである。

退 職 所 得

災 害 減 免 法 に よ り
徴 収 猶 予 し た も の

俸給・給料・賞与

日雇労働者の賃金

計

給与等の支払者から令和３年４月30日までに提出された「法定調書合計表（給与所得の源泉徴収票、退職所得の源泉徴収
票）」及び令和２年２月から令和３年１月までに提出された「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」に基づいて作成し
た。

関東信越国税局
源泉所得税３

（R02）



(5)　報酬・料金等の課税状況

34,936,738 3,878,499

132,983,295 21,562,349

105,985 9,181

60,799,157 4,767,690

3,855,132 408,527

13,718,986 776,901

4,982,294 383,982

251,381,587 31,787,129

（ 公 的 年 金 等 ） 39,694,224 429,646

（ 生 命 保 険 契 約 等 に 基 づ く 年 金 ） 104,741,518 1,552,815

（ 馬 主 が 受 け る 競 馬 の 賞 金 等 ） 644,089 25,952

396,461,418 33,795,542

－ －

調査対象等： 　報酬・料金等の支払者から、令和３年４月30日までに提出された「法定調書の合計表(報酬・料金・契約金及び賞金の
支払調書)」及び令和２年２月から令和３年１月までに提出された「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」等に基づいて
作成した。

計

職 業 野 球 の 選 手 、 騎 手 、 外 交 員 等 の 報 酬 又 は 料 金

芸 能 等 に つ い て の 出 演 、 演 出 等 の 報 酬 又 は 料 金

法
　
第
2
0
4
条
　
該
当

契 約 金 ・ 賞 金

法 第 207 条 該 当

法 第 203 条 の ２ 該 当

災 害 減 免 法 に よ り 徴 収 猶 予 し た も の

法 第 174 条 該 当

バ ー 、 キ ャ バ レ ー の ホ ス テ ス 等 の 報 酬 又 は 料 金

　小　　　　　　　　　計　

弁 護 士 、 税 理 士 等 の 報 酬 又 は 料 金

診 療 報 酬

千円

源泉徴収税額

千円

原 稿 料 、 作 曲 料 、 放 送 謝 金 、 講 演 料 等 の 報 酬 又 は 料 金

区　　　　　　　　　　分 支　払　金　額

関東信越国税局
源泉所得税３

（R02）



(6)　非居住者等所得の課税状況

665,314             102,984             

5,314,511           372,062             

1,723,067           351,850             

12,995,687          1,269,377           

139,870             26,737              

128,173             22,711              

3,598,206           476,604             

3,884,189           390,820             

1,773,658           231,076             

1,127,789           228,725             

-                   -                   

1,728,174           205,272             

10,179,138          1,479,718           

-                   -                   

996                 102                 

43,258,772          5,158,038           

調査対象等：

公 社 債 ・ 預 貯 金 の 利 子 等

剰 余 金 又 は 利 益 の 配 当 、 特 定 投 資 法 人 の 投 資 口 の 配 当 等 、
投資信託（公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。）
及 び 特 定 受 益 証 券 発 行 信 託 の 収 益 の 分 配

区　　　　　分

著 作 権 の 使 用 料 又 は そ の 譲 渡 に よ る 対 価

貸 付 金 の 利 子

給 与 ・ 賞 与 等

不 動 産 、 採 石 権 の 貸 付 、 租 鉱 権 の 設 定 又 は 航 空 機 、
船 舶 の 貸 付 に よ る 所 得

　令和２年２月から令和３年１月までに非居住者等の給与等の支払者から提出された「非居住者・外国法人の所得につい
ての所得税徴収高計算書」に基づいて作成した。

源 泉 徴 収 税 額支 払 金 額

千円 千円

工 業 所 有 権 そ の 他 の 技 術 に 関 す る 権 利 等 の 使 用 料
又 は そ の 譲 渡 に よ る 対 価

賞 金

合　　　　　計

人 的 役 務 提 供 事 業 の 対 価

生 命 保 険 契 約 等 に 基 づ く 年 金

機 械 等 の 使 用 料

土 地 等 の 譲 渡 に よ る 対 価

退 職 所 得

役 務 の 報 酬

匿 名 組 合 契 約 に 基 づ く 利 益 の 分 配

関東信越国税局
源泉所得税３

（R02）


